
令和７年度から所有者不明土地対策事業費補助金
が拡充されました！（←クリック）

補助金の活用例

 土地の実態調査や管理状況把握

 代執行に関する費用や司法書士・裁判所への費用
の支援

 広報・啓発活動および土地管理不全状態の解消

とちーた

所有者不明土地だけじゃなく、
老朽化した空き家等の

低未利用土地も対象になったよ！
広報や啓発活動にも使えるから、
いろんな活用ができるんだ！

ー CHUGOKU REGION LAND POLICY COUNCILー

中国地区土地政策推進連携協議会ニュースレター
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出前相談会やメールにて相談多数！
お気軽にご相談ください！

よくある質問

そもそも所有者不明土地とは何ですか？

土地所有者関連情報とは何ですか？

情報提供担当部局とはどこですか？

土地所有者等関連情報はどういった場合に    

提供してもらえるのか？

中国地区土地政策推進連携協議会（中国地方整備局用地部用地企画課内）
電話：082-221-9231（代表）メール：cgr-87fumeitochi@cgr.mlit.go.jp

みんなからいろんな
質問をもらってるよ！
困ったときは何でも
気軽に聞いてね！
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